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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月4日(2016.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の製造工程（１）、（２）及び（３）を有するインクジェット記録用顔料水分散体
の製造方法。
　製造工程（１）：水、顔料、水分散性ポリマー、及び２０℃における水に対する溶解度
が４０質量％未満の有機溶媒を含有する混合物を、動的光散乱法による顔料粒子の体積平
均粒径が１８０ｎｍ以下になるまで分散処理して、顔料分散体を得る製造工程。
　製造工程（２）：製造工程（１）で得られた顔料分散体に水を添加し、密封下で減圧し
、４０℃以下で４時間以上４８時間以下保持する製造工程。
　製造工程（３）：有機溶媒を除去するための装置を用いて、製造工程（２）で得られた
顔料分散体の有機溶媒を除去して、顔料水分散体を得る製造工程。
【請求項２】
　製造工程（１）における、水に対する有機溶媒の質量比（有機溶媒／水）が０．２７以
上であり、製造工程（２）における、水に対する有機溶媒の質量比（有機溶媒／水）が０
．２９以下である、請求項１に記載の顔料水分散体の製造方法。
【請求項３】
　有機溶媒がメチルエチルケトンである、請求項１又は２に記載の顔料水分散体の製造方
法。
【請求項４】
　水分散性ポリマーがイオン性基を含むモノマーを共重合してなるものである、請求項１
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～３のいずれかに記載の顔料水分散体の製造方法。
【請求項５】
　水分散性ポリマー中のイオン性基を含むモノマー由来の構成単位の含有量が１５質量％
以上２５質量％以下である、請求項４に記載の顔料水分散体の製造方法。
【請求項６】
　顔料粒子が、水分散性ポリマーが吸着した顔料粒子又は顔料を含有するポリマー粒子で
ある、請求項１～５のいずれかに記載の顔料水分散体の製造方法。
【請求項７】
　製造工程（３）で得られる顔料分散体の動的光散乱法による顔料粒子の体積平均粒径が
４０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下である、請求項１～６のいずれかに記載の顔料水分散体の製
造方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の方法により得られる顔料水分散体と、ポリエチレング
リコールを混合する工程を有する、インクジェット記録用インクの製造方法。
【請求項９】
　下記ゼータ電位測定工程（i）、（ii）、（iii）及び（iv）により得られた規格化ゼー
タ電位分布４の０～－６０ｍＶの範囲に含まれる成分の散乱強度面積比が４０％以下であ
り、顔料粒子の体積平均粒径が４０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下である、インクジェット記録
用顔料水分散体。
　工程（i）：測定セル中の粒子に電界を作用させないでゼータ電位分布１を測定し、次
いで規格化し、規格化ゼータ電位分布１を得る工程。
　工程（ii）：測定セル中の粒子に第２の電界を作用させてゼータ電位分布２を測定し、
次いで規格化し、規格化ゼータ電位分布２を得る工程。
　工程（iii）：規格化ゼータ電位分布１及び２の差分を取った規格化ゼータ電位分布３
を得る工程。
　工程（iv）：規格化ゼータ電位分布３を１ｍＶ刻みでヒストグラム化し、規格化するこ
とで規格化ゼータ電位分布４を得る工程。
【請求項１０】
　前記ゼータ電位測定工程（i）、（ii）、（iii）及び（iv）により得られた規格化ゼー
タ電位分布４の０～－５８ｍＶの範囲に含まれる成分の散乱強度面積比が１０％以下であ
る、請求項９に記載のインクジェット記録用顔料水分散体。
【請求項１１】
　前記ゼータ電位測定工程（i）、（ii）、（iii）及び（iv）により得られた規格化ゼー
タ電位分布４の０～－５５ｍＶの範囲に含まれる成分の散乱強度面積比が５％以下である
、請求項９に記載のインクジェット記録用顔料水分散体。
【請求項１２】
　ゼータ電位分布の測定方法が動的光散乱法である、請求項９～１１のいずれかに記載の
インクジェット記録用顔料水分散体。
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